
別 表 （信用保証料） 

１ 保証料率（年率）                         （単位：％） 

区   分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

料 率 Ａ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 

料 率 Ｂ 1.23 1.13 1.08 0.94 0.86 0.75 0.60 0.54 0.40 

料 率 Ｃ 1.04 0.96 0.92 0.80 0.74 0.65 0.52 0.48 0.35 

料 率 Ｄ 0.95 0.80 0.65 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 
 
注1： 令和５年４月１日現在の料率であり，その後の信用保険料の改定等により，変更する

ことがある。 
注2： ①から⑨の区分は，融資申込者の経営状況等により協会が決定する。 

 



２ 融資別保証料率適用区分 

融資区分 資金区分 適用保証制度  料 率 

経営安定融資 
一般資金 一般保証 料率Ａ 

流動資産担保資金 流動資産担保融資保証 ０．６８％ 

小規模融資 
小口資金 

小口零細企業保証 料率Ｂ 

特別小口保証 ０．６０％ 

無担保資金 一般保証 料率Ｂ 

緊急対応融資 

セーフティネット資金（国指定） 

経営安定関連保証 ※１ 

０．７０％ 危機関連保証 ※１ 

災害関係保証 ※２ 

自然災害・倒産防止等資金 

（県指定等） 
一般保証 料率Ｂ 

緊急経営基盤強化資金 
一般保証 料率Ｂ 

経営安定関連保証 ※１ ０．７０％ 

借換資金 
一般保証 料率Ｂ 

経営安定関連保証 ※１ ０．７０％ 

事業再生支援資金 

一般保証 
料率Ｂ 

条件変更改善型借換保証 

事業再生計画実施関連保証 

０．８０％ 

又は 

１．００％ 

事業再生計画実施関連保証

（感染症対応型）※３ 
０．２０％ 

伴走支援型特別資金 伴走支援型特別保証 別紙のとおり 

特別資金 別途知事が定める 
別途知事が

定める 

産業支援融資 

創業支援資金 

創業関連保証 
０．６３％ 

再挑戦支援保証 

スタートアップ創出促進保証 ０．８１％ 

事業承継支援資金 

経営承継関連保証 

料率Ｃ 
特定経営承継関連保証 

経営承継準備関連保証 

特定経営承継準備関連保証 

経営承継借換関連保証 
料率Ｃ 

事業承継特別保証  

 
上記のうち，一定の要件

を満たす者 
料率Ｄ 

事業活動支援資金 一般保証 料率Ｃ 

新成長分野支援資金 一般保証 料率Ｃ 

デジタル投資促進資金 一般保証 料率Ｃ 

労働支援融資 
雇用促進等支援資金 一般保証 料率Ｃ 

働き方改革・女性活躍推進資金 一般保証 料率Ｃ 
 

※1 経営安定関連保証又は危機関連保証の適用を受けるためには，所在地を管轄する市町の認定が必要。 

※2 災害関係保証の適用を受けるためには，所在地を管轄する市町のり災証明が必要。 

※3 別途，国による信用保証料の補助がある。また，経営者保証免除対応の場合は＋０．２０％。 

 



別紙（伴走支援型特別資金の信用保証料） 
 
１ 通常料率 
(1) 中小企業信用保険法第２条第５項第４号又は第５号の規定による認定を受けた場合 

（単位：％） 
料率 0.85 
国補助 0.65 
県補助 0.20 

事業者負担 0.00 
 

(2) （１）以外で責任共有制度対象となる場合             （単位：％） 
区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
料率 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 
国補助 0.75 0.75 0.70 0.65 0.55 0.50 0.40 0.30 0.25 
県補助 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
事業者負担 0.95 0.80 0.65 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 
 

(3) （１）以外で責任共有制度対象外となる場合             （単位：％） 
区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
料率 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 

国補助 1.05 1.00 0.95 0.90 0.75 0.60 0.50 0.40 0.30 
県補助 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
事業者負担 0.95 0.80 0.65 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 

 
２ 経営者保証免除対応 
(1) 中小企業信用保険法第２条第５項第４号又は第５号の規定による認定を受けた場合 

（単位：％） 
料率 1.05 
国補助 0.85 
県補助 0.20 

事業者負担 0.00 
 

(2) （１）以外で責任共有制度対象となる場合             （単位：％） 
区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
料率 2.10 1.95 1.75 1.55 1.35 1.20 1.00 0.80 0.65 
国補助 0.95 0.95 0.90 0.85 0.75 0.70 0.60 0.50 0.45 
県補助 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
事業者負担 0.95 0.80 0.65 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 
 

(3) （１）以外で責任共有制度対象外となる場合            （単位：％） 
区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
料率 2.40 2.20 2.00 1.80 1.55 1.30 1.10 0.90 0.70 
国補助 1.25 1.20 1.15 1.10 0.95 0.80 0.70 0.60 0.50 
県補助 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
事業者負担 0.95 0.80 0.65 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 
 

※1 条件変更に伴い追加で生じる信用保証料については，国の補助の対象外とする。 

※2 ①～⑨の区分は，融資申込者の経営状況等により協会が決定する。ただし，中小企業信用保険法施行

規則第２１条各号に定める事由に該当する場合は，各⑤区分の料率及び補助率を適用する。 

※3 経営者保証免除は次の①及び②を満たす場合に適用することができる。 

  ①令和２年１月２９日時点における直近の決算から経営者保証免除対応確認書記入日時点における直近

の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。 

  ②直近の決算における法人と代表者との関係において，法人と経営者の資産・経理が明確に区分されて

おり，法人と経営者の間の資金のやりとり（役員報酬・賞与，配当，オーナーへの貸付け等）につい

て，社会通念上適切な範囲を超えていない。 

  


